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ⅦⅦ　　ひひろろししまま肝肝疾疾患患ココーーデディィネネーータターー  

１１　　ひひろろししまま肝肝疾疾患患ココーーデディィネネーータターー（（肝肝疾疾患患 CCoo））ととはは  
県が養成・認定した、肝炎に関する啓発活動や相

談対応などを行う知識などのある方です。 

医療機関、薬局、行政、弁護団・原告団、地域な

どに所属しており、その方の職種に合わせた活動を

行っています。職種も様々なので、治療のことなら

看護師や薬剤師、食事のことなら栄養士…など、身近な肝疾患Ｃｏ

にぜひご相談ください。 

肝疾患Ｃｏの所属先は県ホームページでご確認ください。 

 

 

 

２２　　肝肝疾疾患患ＣＣｏｏににななるるににはは  
県が開催する養成講座と試験を終了した方を肝疾患Ｃｏとして県

知事が認定し、県から認定証やバッジなどを交付します。 

肝疾患Ｃｏの任期は 5 年ですが、この期間中に県が開催する継続

研修に参加することで任期を更新できます。 

養成講座・継続研修は毎年開催しています。開催時期などは県ホ

ームページで確認いただくか、県庁薬務課にお問合せください。 

 

３３　　総総括括肝肝疾疾患患 CCoo、、特特任任肝肝疾疾患患 CCoo  
県内全域のリーダーとして総括 Co、各 2 次医療圏のリーダーと

して特任 Co を 2017 年度から配置しています。 

「具体的に何をして良いかわからない」「1 人で活動するには限界

がある」などの悩みや不安を抱えている肝疾患 Co の方は、総括 Co

や特任 Co にご相談ください。 

相談したい方や特任 Co になりたい方などは総括 Co（広島大学病

院　082-257-1541）にご連絡ください。  
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Ⅵ　肝疾患に関する制度

３３　　重重度度心心身身障障害害者者医医療療費費助助成成  
心身に重度の障害を持つ方を対象とした医療費助成制度です。 

 

 

◍ MEMO ◍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対
象
者

身体障害者手帳の 1～3 級※の交付を受けている方 

または 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ⓑの交付を受けている方 
 
※障害程度等級表 

 
そ
の
他

一部自己負担および所得による支給制限があります。 

詳しくは、お住まいの市町福祉事務所にお問合せください。

 級別 肝機能障害
 

1 級
肝臓機能障害により日常生活活動がほとんど不

可能なもの
 

2 級
肝臓機能障害により日常生活活動が極度に制限

されるもの
 

3 級

肝臓機能障害により日常生活活動が著しく制限

されるもの（社会での日常生活活動が著しく制

限されるものを除く。）
 

4 級
肝臓機能障害により社会での日常生活活動が著

しく制限されるもの
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